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由布市湯布院町

居住者の皆様

国土交通省 九州地方整備局

大分河川国道事務所

大雪時における国道２１０号通行に際してのお願い

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

日頃から国土交通行政にご理解とご協力をいただき、ありがとうございま

す。

さて、大分県内においても、冬の山間部は積雪や路面凍結の恐れがあり、

ノーマルタイヤでの走行は大変危険です。積雪や路面凍結の発生する時期は、

当事務所においても融雪剤散布等の除雪・路面凍結防止対策を行っていると

ころですが、皆様におかれましても気象情報や道路情報に注意いただき、冬

用タイヤやタイヤチェーンを装着いただいていると存じますが、大雪時は、

極力、緊急時以外の外出をお控えいただくようお願いいたします。

しかし昨今、雪道において冬用装備なく走行する車両等により立ち往生や

事故等が発生するケースも発生しており、この場合、早期に通行できるよう

集中的な除雪作業等を行いますが、やむを得ず長期間にわたる通行止めとせ

ざるを得ない場合がありますので、ご了承願います。

通行止めをしている区間内にお住まいの皆様におかれましては、ご不便を

おかけすることとなりますが、冬用タイヤやタイヤチェーンを装着されてい

る場合、別紙のとおり、住居等までの通行を許可します。降雪状況や道路状

況等によっては、通行不可となる場合もありますので、ご了承ください。ご

理解とご協力の程、よろしくお願いいたします。

敬具

【問い合わせ先】

国土交通省 九州地方整備局

大分河川国道事務所 道路管理第一課

諌山、松木、工藤

ＴＥＬ：０９７－５４４－４１６７（代表）

ＦＡＸ：０９７－５４６－４３５４



国道２１０号規制区間内における住⺠⾞両の通⾏イメージ

国道210号 規制（通⾏⽌）予定区間：セブンイレブン九重IC店前（78K400）〜川北交差点（93K200）

九重町野上・飯⽥地区

規制区間内は、通⾏⽌めとなった場合、通⾏できない区間となります。
ただし、区間内に居住する皆様については、冬⽤タイヤ、タイヤ
チェーンを装着している場合、次のとおり住居等への通⾏を許可しま
す。
※ただし、⽔分峠の通り抜けはできません。

⽔分峠・由布市川⻄地区

危険箇所（⽔分峠）
※通り抜け不可

住⺠⾞両

⽔分峠・由布市川⻄地区

危険箇所（⽔分峠）
※通り抜け不可

九重町野上・飯⽥地区

住⺠⾞両

住⺠の皆様は、規制箇所（⻩⾊）において、
⻘⽮印のとおり通⾏を許可しますので、規制
員に対して、住⺠である旨を申し出てくださ
い。
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規制箇所

住⺠の皆様は、規制箇所（⻩⾊）において、
⻘⽮印のとおり通⾏を許可しますので、規制
員に対して、住⺠である旨を申し出てくださ
い。


